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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、医療従事者と臨床倫理支援者の臨床及び倫理判断の構成要素を明ら
かにし、臨床倫理判断の構成概念を構築した。国内外の文献から、医療専門職の臨床推論、倫理学に基づく倫理
推論の枠組み、プロセスを分析した。その結果、臨床倫理支援者に求められる臨床倫理推論には、医学的事実、
医学的目標、患者の目標と意向、医学的エビデンス、医学的推奨レベル、治療管理に伴う懸念といった臨床推論
を構成する事項が構築された。そして、公平性、医療の成果、医療ケア専門職の責務、医療ケア専門職の人格、
医療ケア対象者の自由 （自律）、共感、法や宗教等の規範、医療ケア対象者の権利といった倫理推論を構成す
る事項が構築された。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to identify the components of clinical and 
ethical judgments of healthcare professionals and clinical ethics consultants (CEC) and to construct
 a construct of clinical ethical judgments. From English and Japanese literature, we analyzed the 
framework and process of clinical and ethics reasoning of healthcare professionals. As a result, the
 following constructs of clinical reasoning were constructed for clinical ethical reasoning required
 of CEC: medical facts, medical goals, patient goals and intentions, medical evidence, level of 
medical recommendation, and concerns associated with treatment management. It also built on the 
ethical reasoning components of fairness, healthcare outcomes, the responsibilities of health care 
professionals, the character of healthcare professionals, the freedom (autonomy) of health care 
subjects, empathy, norms such as law and religion, and the rights of healthcare subjects.

研究分野： 医療倫理学

キーワード： 臨床倫理支援　臨床倫理推論　臨床推論　倫理推論
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の目的は、①病院を中心に臨床倫理支援活動を担う者が急激に増えているが、その教育は発達途上である
こと、②医療専門職には裁量があり、彼らの判断には倫理的観点が内在しているが、臨床倫理支援が求められて
いることの背景から、医療従事者と倫理支援者の臨床及び倫理判断の構成要素を明らかにすること、そして、臨
床倫理判断の構成概念を構築し、それに基づく尺度の開発をすることである。
この研究により、臨床倫理支援者が修得することが望ましい臨床医療における判断根拠と合理性と、倫理学に基
づく問題の明確化や分析方法、問題解決の方策の合理性といった臨床倫理支援者の専門性の構築に寄与すると考
える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 昨今、厚生労働省は「終末期の医療の意思決定に関するガイドライン」を「人生の最終段階

の医療の意思決定に関するガイドライン」と改め、高齢者の医療ケアに関してその人らしい最期
の過ごし方について検討できるよう、倫理的に医療ケアを検討できる医療者の養成、仕組みづく
りに取り組み始めた［1,2］。病院機能評価機構は、臨床倫理の仕組みと取り組んだ実績を評価項
目とし、病院に対して、より臨床倫理を意識した医療ケアの実現を求めることを強調している
［3］。また、平成 28 年度より日本臨床倫理学会は、臨床倫理アドバイザー養成に取り組んでい
る［4］。 
一方、医療従事者は倫理的に医療方針や意思決定の必要性を理解しているものの、倫理的な検

討の場、機会を設けることの難しさがある。例えば、急性期は在院日数の短縮化、医療ケアの標
準化、稼働率の上昇を目指していることで、医療従事者は患者の健康への意識、死生観を語り合
う時間的余裕が乏しくなっている。臨床現場で医療専門職が倫理支援を求める事例において、医
療専門職の判断が家族の意向や医療安全に基づく判断であるのに対して、倫理支援者は判断の
正しさ、善さの保障に基づく判断を行っているとの報告がある［5］。本来、医療専門職の判断に
は、臨床的な判断と倫理的な判断に基づく実践（判断）とされているが［6］、医師の臨床判断は
倫理的側面の乏しさも指摘されており、医療専門職の臨床判断に内在する倫理的判断と、臨床倫
理支援に求められる臨床倫理的判断との違いが言及されるようになっている[7]。医療専門職が
備えるべき倫理的判断が内在する臨床判断と、臨床倫理支援を担う者の臨床倫理判断ではどの
ように異なるのか。 
臨床判断と倫理判断の評価ツールに関して、国内外から報告がある。臨床判断評価ツールはシ

ナリオ[8]、Problem-based-learning（PBL）等を用いて医学生や医師を対象とした報告が国外か
らされている。一方、倫理判断の評価ツールは、医学生に対して Lind が開発した Moral 
judgment test を用いた国外からの報告[9]、看護職を対象に Lutzen らの倫理的感受性尺度
[10,11]、Beachamp らの倫理原則を依拠した倫理的行動尺度等が国内で開発されている[12]。各
評価ツールは、医療専門職側の臨床および倫理判断を評価するツールとして開発された尺度で
あるが、臨床倫理支援者の能力評価する指標とはいいがたい。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、臨床判断と倫理判断の既存尺度の構成のレビューを行い、臨床倫理支援の臨

床倫理判断の構成要素を探索的に明らかにした。 
 
３．研究の方法 
「臨床推論（Clinial judgement、Clinical reasoning）」AND「倫理推論（Ethical judgement、

Ethical reasoning）」、「臨床倫理推論（Clinical ethical judgement、Clinical ethical 
reasoning）」をキーワードに国内の文献は、医学中央雑誌、Google Scholar を、国外の文献は、
Pubmed を用いて対象論文および、書籍を抽出した。国外文献に関しては、英語以外の言語は除
外した。その他、医療専門職の倫理綱領や教育カリキュラムは、各専門職能団体、学会などから
公開されている資料を用いた。分析方法は、対象文献から判断の根拠となりえる項目を抽出した。 
 
４．研究成果 
各専門職の判断（実践）思考プロセスは、情報収集、分析、評価、判断、介入計画の過程は共

通していた。しかし、各医療専門職の思考は各職種の裁量、法的、学問的役割に応じて、問題抽
出までの情報の解釈、評価、査定、問題の明確化は異なっていた（表１）。なお、臨床推論には、
診断的推論（Diagnostic reasoning）、ナラティブ推論（Narrative reasoning）、手続き的推論
（Procedural reasoning）、実用的推論（Pragmatic reasoning）といった思考プロセスの類型が
あった。 
次に、倫理推論は目的をあげ、目的の背景にある問題に関する問いを立て、情報を収集し、概

念を統合し、推論し、仮設を立て、予測される結果を出し、見解を統合するという思考プロセス
であった。このプロセスにおいて、倫理理論にある原則には、「公正さ（Justice）」、「功利性
（Utilitarianism）」、「責務（Responsibility）」、「徳性（Virtue）」、「自由（Libertarianism）」、
「共感（Empathy）」、「権威性（Legitimate Authority）」、「権利（Human Rights）」が共通してい
た。 
国外の臨床倫理コンサルタントが行っている思考及び実践過程を検討した結果、０：目的ある

いは問題の明確化を行い、１：情報収集（医学的事実、医学的目標、患者の目標・選好、適切な
意思決定者の確認、患者の社会的情報）、２：推論として当事者の価値を引き出す、選択肢と結
果の比較、過去の類似事例との比較、患者の意思の信ぴょう性、ガイドラインや指針との比較、
結論の妥当性や一貫性の確認がされていた。 



臨床倫理支援の実践者は、医療専門職が自らの推論に迷い、支援を求める際に、臨床倫理支援
者は、医療専門職の推論過程において検討していることに加え、倫理理論や倫理原則から判断の
善さ、正しさを省察することである。医療専門職の推論過程において、生物学的及び心理社会的
観点から収集した情報を、専門職の観点で分析、評価、専門職の観点及び価値基準（職業倫理綱
領）によって比較考量に基づき判断している。そして、彼らの問題とは、専門職の裁量および価
値基準から取り組むべき問題と目標を設定し、介入計画は医学的、心理社会的に患者の利益にな
る、あるいは不利益にならない推論である。その判断を揺るがす状況としては、治療方針を決定
する主体である患者と代理意思決定者が異なる意向を示したときである。したがって、臨床的か
つ倫理的事項による思考過程が必要となる。臨床倫理支援者が倫理支援において専門職の臨床
判断を検討するためには、「医学的事実」、「医学的目標」、「患者の目標と意向」、「医学的エビデ
ンス」、「医学的推奨レベル」、「治療管理に伴う懸念」が抽出された。また、臨床事例の倫理判断
を導くためには、「公平性」、「医療の成果」、「医療ケア専門職の責務」、「医療ケア専門職の人格」、
「医療ケア対象者の自由 （自律）」、「共感」、「法律・宗教などの規範」、「医療ケア対象者の権利」
とすることができる。これらの事項をスケール化することで尺度になりえる（表２）。 
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表２．臨床倫理推論 
 
 

  臨床倫理推論 

臨床推論 

a. 医学的事実 

b. 医学的目標 

c. 患者の目標と意向 

d. 医学的エビデンス 

e. 医学的推奨レベル 

f. 治療管理に伴う懸念 

倫理推論 

公平性 

医療の成果 

医療ケア専門職の責務 

医療ケア専門職の人格 

医療ケア対象者の自由 （自律） 

共感 

法律・宗教などの規範 

医療ケア対象者の権利 
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